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【表６－11 各府県の既設事業所に対する上乗せ排水基準（ＢＯＤ、ＣＯＤを抜粋）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

「大気汚染防止法第 4条第 1項の規定に基づく排出基準及び水質汚濁防止法第 3条第 3項に基づく排水基準を定める条例」

（昭和 46年 12月 24日 三重県条例第 60号） 
「水質汚濁防止法第 3条第 3項の規定に基づく排水基準を定める条例」（昭和 47年 12月 21日 滋賀県条例第 58号） 
「水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例」（昭和 50年 10月 18日 京都府条例第 33号） 
「水質汚濁防止法第 3条第 3項の規定による排水基準を定める条例」（昭和 49年 3月 31日 大阪府条例第 8号） 
「水質汚濁防止法第 3条第 3項の排水基準に関する条例」（昭和 49年 3月 27日 条例第 18号） 
「水質汚濁防止法第 3条第 3項の規定による排水基準を定める条例」（平成 2年 3月 30日 奈良県条例第 24号） 

より作成



 
【資料４－２ 淡水赤潮の発生状況】 

エラー! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
注：数字は水域数 

滋賀県「平成 17年(2005年)版環境白書」 
 
 
 

【資料４－３ アオコの発生状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注：数字は水域数 

滋賀県「平成 17年(2005年)版環境白書」



 
【資料４－４ 淡水赤潮の発生水域】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：滋賀県「平成 17年(2005年)版環境白書」 



 
【資料４－５ アオコの発生水域】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

出典：滋賀県「平成 17年(2005年)版環境白書」 
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